
（訟ろ－10）

平成27年3月26日

高等裁判所事務局長殿

地方裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局行政局第一課長品田幸男

拝啓時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて，行政事件等については， これまで平成26年3月25日付け当職書簡によ

り，報告していただいているところですが，不正競争防止法に規定する不正競争に

関する請求を細分化して把握する必要が生じたため， これに関連する事件報告項目

等を改めることとしました。

ついては，平成27年4月1日以降に地方裁判所又は高等裁判所において受理又

は終局した行政事件等については， 当分の間，下記のとおり報告していただきます

よう，お取り計らいください。 敬具

記

第1 報告対象事件

1 次に掲げる報告対象事件について，第一審事件又は上訴事件（地方裁判所が

第一審としてした裁判に対するものに限る。以下同じ。 ）を受理したときは，

受理報告をする。

（1）行政訴訟事件（以下に掲げる事件を除く。 ）

ア知的財産高等裁判所設置法2条2号に掲げる訴訟事件（以下「知的財産

権関係審決取消訴訟（第一審）事件」 という。 ）

イ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に係る事件

（2） 行政雑事件（以下に掲げる事件に限る。 ）



ア行政事件訴訟法25条2項（これを準用する場合を含む。 ）の規定によ

る執行停止の申立て事件

イ行政事件訴訟法37条の5の規定による仮の義務付け又は仮の差止めの

申立て事件

（3） 国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求事件（国を被

告とし，かつ，原告に訴訟代理人が選任されている事件に限る。上訴事件の

場合は，第一審の弁論終結時に原告に訴訟代理人が選任されている事件に限

る。 ）

（4） 知的財産権関係民事通常訴訟事件（以下の請求に係る民事通常訴訟事件）

ア特許権，実用新案権，意匠権又は商標権に関する請求

イ半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権に関

する請求

ウ著作権に関する請求

エ不正競争防止法に規定する不正競争に関する請求

オ商法12条2項又は会社法8条2項に規定する名称又は商号の不正使用

に関する請求

力種苗法に規定する育成者権に関する請求

キその他知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護され

る利益に係る権利（知的財産基本法2条2項参照）に関する請求

2次に掲げる報告対象事件を受理したときは，受理報告をする。

（1） 労働関係民事通常訴訟事件（以下の請求に係る民事通常訴訟事件（ただし，

第一審事件に限る。 ） ）

ア労働契約関係の存否に関する請求

イ賃金請求権その他労働契約又は就業規則に基づく権利関係に関する請求

ウ労働協約その他労使間の協定に基づく権利関係に関する請求

エ争議行為その他労働者の団体行動又はこれらに関連して生じた権利関係



に関する請求

オ労働組合員の地位の得喪又は組合員の権利義務に関する請求

力労働組合その他労働者の団体の組織，運営又は財産に関する請求

キ労働者の災害補償に関する請求

クその他労働関係若しくは労働者の団結若しくは団体行動又はこれらに関

連して生じた権利関係に関する請求

（2） 労働審判事件

3行政訴訟事件（以下に掲げる事件を除く。 ）について，第一審事件又は上訴

事件が判決により全部終局したときは，終局報告をする。

(1) 第一審の弁論終結時に原告に訴訟代理人が選任されていない事件

（2） 道路交通法に係る事件

（3） 出入国管理及び難民認定法に係る事件

（4） 知的財産権関係審決取消訴訟（第一審）事件

（5） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に係る事件

4 1の(2)に掲げる報告対象事件について,第一審事件又は上訴事件が全部終局

したときは，終局報告をする。

2報告方法

1 第1の1の(1)及び(3)の場合は，訴状，請求の追加的併合申立書（立件された

ときに限る。 ） ，訴えの変更申立書（報告対象外事件が当該申立書によって報

告対象事件になったときに限る。 ）又は控訴状，第1の1の(2)の場合は， 申立

書又は抗告状（いずれの場合も，各書面に関する立件指示書及び差戻し，移送

又は回付に係る事件記録送付書を含む。 ）の写しを送付する（なお，閲覧制限

決定がある部分は除く。 ） 。

2第1の1の(4)，第1の2の(1)， (2)及び第1の4の場合は，別紙「報告シート

作成要領」により作成した報告シートの電子データをメールで送信する。

3第1の3の場合は，原則として，判決書の電子データをメールで送信する。

第2



第3報告先

報告先は，行政局第一課事件係とする。

第4報告期限等

報告事由（事件の受理又は終局）が生じた翌月20日 （7月に報告事由が生

じたものについては， 9月5日）までに報告する。報告対象事件がない場合は，

その旨をメールにより連絡する。

なお，報告は，高等裁判所の経由を要しない。



（別紙）

報告シート作成要領

1 作成対象事件

（1） 受理報告シート

労働関係民事通常訴訟事件は別紙様式第1に，労働審判事件は別紙様式第2

に，知的財産権関係民事通常訴訟事件は別紙様式第3 （第一審用）又は別紙様

式第4 （控訴審用）にそれぞれ入力する。

（2）終局報告シート

行政雑事件は別紙様式第5 （第一審用）又は別紙様式第6 （抗告審用）に入

力する。

2作成の単位

平成4年8月21日付け最高裁総三第26号事務総長通達「事件の受付及び

分配に関する事務の取扱いについて」別表第1又は別表第2に示された事件番

号の付け方の基準による事件単位ごとにExce lの1つの行に入力する。報

告数が多い場合は，行を適宜増やす（別シートを作成する必要はない。 ） 。

3受理又は終局の事由

法律上の開始及び終了の事由には含まれない移送，回付，差戻し等， 2庁間の

事件の移動も受理又は終局の事由（ただし， 「終局」については書簡記第1の4

に限る。 ） とする。

4報告シート記入要領

（1） 「庁名コード」 （別紙様式第1ないし別紙様式第6）

別表「庁名コード表」記載の5桁のコードを半角で入力する。

（2） 「事件番号」 （別紙様式第1ないし別紙様式第6）

6桁の数字の形式により半角で入力する。年度及び記録符号の入力は不要で

ある。

例えば， 「平成27年（ワ）第126号」は「000126」 と入力する。



(3) 「受理年月日」 ， 「終局年月日」 （別紙様式第1ないし別紙様式第6）

「2015/4/1」 （西暦）の形式により半角で入力する。

過去の年度（司法統計年度をいう。以下同じ。 ）に受理した事件について終

局報告をする場合は，備考欄に当該受理した年度を入力する（例えば，平成2

6年度に受理した事件を平成27年度に終局報告する場合は，備考欄に「2014」

（西暦） と半角で入力する。

報告漏れ等の理由により，過去の年度に受理又は終局した事件を遅れて報告

する場合は，報告シートを別シートに作成する。この場合の終局報告に際して

は，備考欄に同事件を受理した年度を入力する（例えば，平成25年度に受理

し，平成26年度に終局した事件を平成27年度に報告する場合は，備考欄に

「2013｣ (西暦） と半角で入力する。 ） 。

(4) 「備考」 （別紙様式第1ないし別紙様式第6）

ア 「訴訟の類型」が「⑭職務発明等の相当の対価請求」に該当するもののう

ち，平成16年改正後の特許法35条（同条を準用するものを含む。 ）が適

用されるものについては， 「改正後」 と入力する （別紙様式第3及び別紙様

式第4） 。

イ控訴事件において第一審の事件が複数ある場合は，原審等事件番号欄に入

力する1件を除いて, ｢H26ﾜ1,3～5」などと半角で簡潔に入力する（別紙様

式第4） 。

ウその他参考となる情報を入力する。入力に当たって欄の枠を適宜広げても

差し支えない。

(5) 「事件の種類」 （別紙様式第1ないし別紙様式第4）

訴状， 申立書又は控訴状に記載されている審理の対象（以下「訴訟物」 とい

う。 ）に基づき，該当欄に「1」 と半角で入力する。訴訟物が複数ある場合は，

各趣旨に該当する欄全てに「1」 と半角で入力する。

(6) 「事情」 （別紙様式第1及び別紙様式第2）



訴状又は労働審判手続の申立書に， 「セクシュアル・ハラスメント」又は

「パワー・ハラスメント」 といった事情の記載がされている場合は，該当欄に

「1」 と半角で入力する。

(7) 「労働審判事件番号」 （別紙様式第1）

労働審判事件から異議申立て等により通常訴訟に移行した労働関係民事通常

訴訟事件については， 当該労働審判の事件番号を次のとおり入力する。

なお， 当該事件の受理年月日欄には，通常訴訟への移行日を記入する。

ア 「年度」は2桁の数字（元号）の形式により半角で入力する。

イ 「記録符号」は「ﾛｳ」 と半角カタカナで入力する。

ウ 「事件番号」は(2)のとおり

(8) 「訴訟の類型」 （別紙様式第3及び別紙様式第4）

訴状又は控訴状に記載されている訴訟物に基づき，該当欄に「1」 と半角で

入力する。訴訟物が複数ある場合は，該当する欄全てに入力する。

(9) 「原審等事件番号」 （別紙様式第4）

控訴事件については第一審の事件番号を，附帯控訴事件については控訴事件

の事件番号を次のとおり入力する（ただし，控訴事件において第一審の事件が

複数ある場合はそのうち1つを本欄に入力し，その余の事件は備考欄に「H26ワ

1，3～5」などと半角で簡潔に入力する。 ） 。

ア 「庁名コード」及び「事件番号」は(1), (2)のとおり

イ 「年度」は2桁の数字（元号）の形式により半角で入力する。

ウ 「記録符号」は「ﾜ」又は｢ﾈ｣と半角カタカナで入力する。

⑩ 「終局の内容」 （別紙様式第5及び別紙様式第6）

1件の事件が，終局の内容欄記載の2つ以上の事由で終局した場合は，該当

する各終局事由のうち最も左側のもの1つを選択し，該当欄に「1」 と半角で

入力する。

例えば，第一審において一部認容一部却下の場合は「決定（認容） 」を，抗



部抗告棄却の場合は「決定（抗告棄却・却下） 」告審において一部原決定取消

を,・それぞれ選択する。

一

～



会

(別紙様式第1）

受理報告シート【労働関係民事通常訴訟事件用】

※事件の種類は,訴訟物に基づき,該当するもの全てを選択する。

★報告件数が,裁判統計報告における民事･行政月報(1050表)の｢(金銭を目的とする訴えのうち)労働に関する訴え｣及び｢労働に関する訴え(金銭を目的とする訴えを
除く)」の新受件数の合計と一致していることを確認する。

（庁名)●●●地方裁判所

庁
名
コ
ー
ド

事
件
番
号

受
理
年
月
日

で 茅‘ 2皇の種類※

(a)地位等確認

①
普
通
解
雇

②
整
理
解
雇

③
懲
戒
解
雇

④
期
間
満
了
．

更
新
拒
絶

⑤
配
転
・
出
向

⑥
賃
金
等
確
認

⑦
そ
の
他
確
認

(b)賃金等給付

⑧
割
増
賃
金

⑨
解
雇
予
告
手
当

⑩
賞
与
・
退
職
金
．

そ
の
他
賃
金

⑪
損
害
賠
償

⑫
そ
の
他

事情

⑬
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
．

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

⑭
パ
ワ
ー
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
↑
卜

労働審判菩 季‘ 2二番号

年
度

記
録
符
号

事
件
番
号

備
考

31211 001234 2015/4/1 1 1 27 ﾛウ 000010



(別紙様式第2）

受理報告シート【労働審判事件用】

※事件の種類は,訴訟物に基づき,該当するもの全てを選択する。

★報告件数が,裁判統計報告における民事･行政月報(1040表)の労働審判の新受件数と一致していることを確認する。

(庁名)●●●地方裁判所

庁
名
コ
ー
ド

事
件
番
号

受
理
年
月
日

事件の種類※

(a)地位等確認

①
普
通
解
雇

②
整
理
解
雇

③
懲
戒
解
雇

④
期
間
満
了
．

更
新
拒
絶

⑤
配
転
・
出
向

⑥
賃
金
等
確
認

⑦
そ
の
他
確
認

(b)賃金等給付

⑧
割
増
賃
金

⑨
解
雇
予
告
手
当

⑩
賞
与
・
退
職
金
．

そ
の
他
賃
金

⑪
損
害
賠
償

⑫
そ
の
他

事情

寺

⑬
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
．

ハ
ラ
ス
メ
ン
ー
ト

⑭
パ
ワ
ー
．

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

備
考

31211 001234 2015/10/1 1 1 1

と

■ ■ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ■ ﾛ ■ ■ ■ ■ ■

I | | | | | | | | | | | | | | |

’
I－－

【記戯例】横浜地裁に, (ｱ)普通解雇が無効であることを理由とした雇用契約上の権利を有する地位にあることの確麗並びに(ｲ)解雇前の未払賃金, (ｳ)解雇後の賃金, (工)未払

時間外手当,(ｵ)(ｲ)ないし(ｴ)に関する遅延損害金及び(力)付加金の各支払を求めて,平成27年10月1日に,労働審判手続が申し立てられた場合



(別紙様式第3）

受理報告シート【知的財産権関係民事通常訴訟事件･第一審用】

※1事件の種類及び訴訟の類型は,訴訟物に基づき,該当するもの全てを選択する。

※2平成16年改正後の特許法35条(同条を準用するものを含む｡）が適用されるものについては,備考欄に｢改正後｣と記載する。

※3特許法74条,実用新案法17条の2,意匠法26条の2

★報告件数が,裁判統計報告における民事･行政月報(1050表)の｢(金銭を目的とする訴えのうち)知的財産権に関する訴え｣及び｢知的財産権に
関する訴え(金銭を目的とする訴えを除く)｣の新受件数の合計と一致していることを確認する。

(庁名)●●●地方裁判所

庁
名
コ
ー
ド

事
件
番
号

受
理
年
月
日

事件の種類※1

①
特
許
権
に
関
す
る
請
求

②
実
用
新
案
権
に
関
す
る
請
求

③
意
匠
権
に
関
す
る
請
求

④
商
標
権
に
関
す
る
請
求

へ⑤
く著プ著
｡作ロ作
…者グ権

に
関
す
る
請
求

ラ
ム
の
著
作
物

の
権
利
に
関
す
に
つ
い
て
の

る
も
の
を
除

⑥
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
つ
い
て
の

著
作
者
の
権
利

に
関
す
る
請
求

⑦不正競争防止法に規定する
不正競争に関する請求

商
品
等
表
示

（
二
条
一
項
一
号
・
二
号
）

形
態
模
倣

（
二
条
一
項
三
号
）

営
業
秘
密

（
二
条
一
項
四
号
～
九
号
）

そ
の
他

⑧
商
法
第
一
二
条
第
二
項
又
は
会
社
法

第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
名
称
又

は
商
号
の
不
正
使
用
に
関
す
る
請
求

⑨
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
回
路
配
置
利

用
権
に
関
す
る
請
求

⑩
種
苗
法
に
規
定
す
る
育
成
者
権
に
関

す
る
請
求

⑪
そ
の
他
知

よ
り
定
め

保
護
さ
れ

す
る
請
求
的
財
産
に
関
し
て
法
令
に

ら
れ
た
権
利
又
は
法
律
上

る
利
益
に
係
る
権
利
に
関

訴訟の類型※1

侵害 侵害以外

⑫
差
止
請
求
・
損
害
賠
償
請
求
等

⑬
債
務
不
存
在

⑭
職
務
発
明
等
の
相
当
の
対
価
請

求
※
２

⑮
移
転
請
求
※
３

⑯
そ
の
他

備
考

31111 001234 2015/4/1 1 1 1

【記鮫例】東京地裁に.特許権者が,①被疑侵害者に対し,特許権Aに基づき対象製品の製造販売等の行為をしないことを求め,②特許権Bに関する実施契約に基づきライセンス料の支払を求めて,平
成27年4月1日に,断えが提起された塙合



(別紙様式第4）

受理報告シート【知的財産権関係民事通常訴訟控訴事件･控訴審用】

※1事件の種類及び訴訟の類型は,訴訟物に基づき,該当するもの全てを選択する。

※2平成16年改正後の特許法35条(同条を準用するものを含む｡）が適用されるものについては,備考欄に｢改正後｣と記載する。

※3特許法74条,実用新案法17条の2,意匠法26条の2

★裁判統計報告における民事･行政年表(1310表)作成後に年間の報告件数が,当該年表の｢(金銭を目的とする訴えのうち)知的財産権に関する訴え｣及び
「知的財産権に関する訴え(金銭を目的とする訴えを除く)｣の新受件数の合計と一致していることを確認する。

(庁名)●●●高等裁判所

庁
名
コ
ー
ド

事
件
番
号

受
理
年
月
日

事件の種類※1

①
特
許
権
に
関
す
る
請
求

②
実
用
新
案
権
に
関
す
る
請
求

③
意
匠
権
に
関
す
る
請
求

④
商
標
権
に
関
す
る
請
求

,-､⑤
く箸プ著
｡作口作
､-ず者グ権

に
関
す
る
請
求

ラ
ム
の
著
作
物

の
権
利
に
関
す

に
つ
い
て
の

る
も
の
を
除

⑥
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
つ
い
て
の

著
作
者
の
権
利

に
関
す
る
請
求

⑦不正競争防止法に規定する
不正競争に関する請求

商
品
等
表
示

（
二
条
一
項
一
号
・
二
号
）

形
態
模
倣

（
二
条
一
項
三
号
）

営
業
秘
密

（
二
条
一
項
四
号
～
九
号
）

そ
の
他

⑧
商
法
第
一
二
条
第
二
項
又
は
会
社
法

第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
名
称
又

は
商
号
の
不
正
使
用
に
関
す
る
請
求

⑨
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
回
路
配
置
利

用
権
に
関
す
る
請
求

⑩
種
苗
法
に
規
定
す
る
育
成
者
権
に
関

す
る
請
求

⑪
そ
の
他
知
的
財
産
に
関
し
て
法
令
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
権
利
又
は
法
律
上

保
護
さ
れ
る
利
益
に
係
る
権
利
に
関

す
る
請
求

訴訟の類型※1

侵害 侵害以外

⑫
差
止
請
求
・
損
害
賠
償
請
求
等

⑬
債
務
不
存
在

⑭
職
務
発
明
等
の
相
当
の
対
価
請

求
※
２

⑮
移
転
請
求
※
３

⑯
そ
の
他

原審等事件番号

庁
名
コ
ー
ド

年
度

記
録
符
号

事
件
番
号

備
考

22021 010123 2015/12/26 1 1 1 31111 26 ワ 001234

【記戯例】別紙様式第3の記鮫例の脈えについての終局判決に対して控翫がされ.知財高裁が平成?7年12月26日に控訴記録の送付を受けた場合
1 H 1 1 1 1



(別紙様式第5）

終局報告シート【行政雑事件･第一審用】※1

本表は,行政雑事件(第一審)について作成する。

一部認容を含む。

１
２
※
※

(庁名)●●●地方裁判所

庁
名
コ
ー
ド

事
件
番
号

終
局
年
月
日

終局の内容

決
定
（
認
容
）
※
２

決
定
（
棄
却
・
却
下
）

却
下
命
令

取
下
げ

そ
の
他

備
考

31111 000123 2015/4/2 1



(別紙様式第6）

終局報告シート【行政雑事件･抗告審用】※1

本表は,行政雑事件(抗告審)について作成する。

一部原決定取消を含む。

１
２
※
※

(庁名)●●●高等裁判所

庁
名
コ
ー
ド

事
件
番
号

終
局
年
月
日

終局の内容

決
定
（
抗
告
棄
却
・
却
下
）

※
２

決
定
（
原
決
定
取
消
し
．

変
更
）

却
下
命
令

申
立
取
下
げ

抗
告
取
下
げ

そ
の
他

備
考

22011 000045 2015/4/22 1

I



(別表）

庁名コード表

。－ ﾄﾞ ；庁名
一

ｺｰﾄ
寺

庁名 ｺｰﾄ
や

庁名 コー ﾄﾞ ；庁名 ｺｰﾄ
寺

庁名

高等裁判所

22011

22021

23011

24011

24021

25011

25021

25022

26011

26021

26022

27011

27021

28011

29011

東京高

知財高

大阪高

名古屋高

金沢支

広島高

岡山支

松江支

福岡高

宮崎支

那覇支

仙台高

秋田支

札幌高

高松高

地方裁判所

東京

31111

31131

東京地

立川支

横浜

31211

31231

31232

31233

31234

横浜地

川崎支

横須賀支

小田原支

相模原支

さいたま

31311;さいたま地
0

31331;川越支
e

313321熊谷支

31341i越谷支
31342;秩父支

０
０
■

千葉

31411

31431

31432

31433

31441

千葉地

松戸支

木更津支

八日市場支

佐倉支

31442

31443

31444

一宮支

館山支

佐原支

水戸

31511

31531

31532

31541

31543

31544

水戸地

士浦支

下妻支

日立支

龍ケ崎支

麻生支

宇都宮

31611

31631

31632

31641

31642

宇都宮地

栃木支

足利支

真岡支

大田原支

前橋

31711揃橋地

31731胴生支

31732塙崎支

31741

31742

q■q■‐＝‐ロ

静岡

沼田支

太田支
ダ■

■■‐q■■

｡I■4■●ロ■｡‐■●の■■､｡｡‐の■｡●●■

31811瀞岡地
318311沼津支

31832鋲松支

31841;富士支

31842i下田支
0

318431掛川支
0

ロ色ロロロ■の■●●ロ●

ｇ
８
Ｄ
－Ｄロロ。①⑤ロロロ

甲府
｡｡｡

3
■⑤口I■ロロも'■■■■■'■■。●

1911i甲府地
31942 都留支

長野

32011

32031

32032

長野地

上田支

松本支

32033

32034

32042

32045

諏訪支

飯田支

佐久支

伊那支

新潟

32111噺潟地
32131噺発田支

支
支
支
支

岡
田
条
渡

長
高
三
佐

２
３
１
６

３
３
４
４

１
１
１
１

２
２
２
２

３
３
３
３

ｇ
Ｑ
０
０

大阪
■■■ｨ■｡｡c■■■勺｡●‘■｡｡｡'■'■ロロ。■

331111大阪地

331311堺支
33141i岸和田支

｡ ■

■●②■｡■1■①己

都
■

泉

■のロロロロロ■ロ■ロロ

８
９
■
ずロ

地
支
都
鶴
京
舞

口
０
０
■
６
８
０

１
１
１
３
２
２
３
３
３
３

8

33241個部支

33242i宮津支
8

33244;福知山支
0

蘓芦
■ロロロ

リ

●■●ロロ●ａｐ

ｇ
－
■
０
■ロ●ロ

33311；神戸地
33331泥崎支
33332;姫路支

33333;豊岡支

33334洲本支

333“伊丹支
・ 0

33342朔石支
0

33344;柏原支

33345i社支
33346瀧野支

0

■ロロ■ロロ●●■■■●

■

０
０
●ロロ■ロ■■■●ロ０

奈良

33411

33431

33432

奈良地

葛城支

五條支

大津
■ロロ■●4■●●■○F●●●ｲ■■1■己■■■■日

335111大津地
、

33542;彦根支

33543:長浜支
Ｃ
Ｏ

0
■●1■ロ■■■●●｡｡●｡｡■ロ■｝ 1■●○口■0

和歌山

336111和歌山地
336311田辺支

33642i御坊支

33643噺宮支

名古屋
□(■(■■‐■■‐｡‐P■｡■②●'■■' 1■■, ‘■弓q

34111i名古屋地
B

34131i-宮支
Q

34132綱崎支
34133

34141

ｇ
Ｏ
８
Ｄ
Ｄ
８
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

豊橋

半田田

支

支

■,■,■■■！■。,■・■&■ロロロロロ。,■・・口0

津
■●｡■1■①■｡｡■■｡①●1■■ql■4■●ロロ｡

34211緯地

34231泗日市支

34241舩阪支

34242i伊賀支

34243i伊勢支
34244#熊野支

０
０

0

．ロー‘.－‘ローー‘ロ．L－－‘ロ．, ‘．．、－－■, ‘､‘

岐阜
■■1■■I■ロ■､己■●の画1■q■｡｡●口｡■4■■4■｡

誰343
34331:

‐‐：

岐阜地

大垣支支

34332塙山支

34342;多治見支

34343;御嵩支
■

●

、

O

■■のロロロ1■●ロ■の●■'■1■q■■ロ■1口1■4■q

福井
■■■■｡■■'●■■『■。□■'■｡｡■'■' 1■■’

34411幅井地
34441武生支

００００

34443
０
０
０
０
０
８

敦賀支

■ロロロ■■■●ロロ●

０
・
■のロ■●●■ロ●の、

金沢
■4■●Ⅱ■｡。■4■d■4■q■d■

34511I
Q

‐‐。■一‐q■‐｡ｰq■q■ﾛ

金沢地

345311七尾支
0

34541;小松支

34542

富山

34611

34631

34641

広島

35111

35131

35132

35133

35134

山口

35211

35231

35232

35241

35242

35245

岡山

輪島支

■凸のロ●｡■■■●②■

■ロロロロ■■●｡□■●

富山地

高岡支

魚津支

■由l■■●■●■■トロ■ロ

■■ロ｡■○ロロ■口｡●

広島地

呉支

尾道支

福山支

三次支

●
ｐ
ｍ

ｃ

Ｃ
ロ
ロ
■
●
ロ
ロ
ロ
ロ
■
●
ｐ
ロ
。
□
■
ロ
■

■
■

山口地

岩国支

下関支

周南支

萩支

宇部支

p■ロ■のqpQ■■●●

35311

35331

35342

35345

岡山地

津山支

倉敷支

新見支

鳥取

35411

35431

35441

鳥取地

米子支

倉吉支

松江

35511

35542

35543

35544

35545

松江地

出雲支

浜田支

益田支

西郷支



､

コー ﾄﾞ I庁名
■

ｺｰﾄ
●

庁名 ｺｰﾄ
寺

庁名 ｺｰﾄﾞ I庁名

福岡
ロロ●。■4■1■●●d■ロー●●●●●｡●｡●■｡

36111幅岡地
e

361311飯塚支

361321久留米支

361331小倉支
36142値方支
36144柳川支

０

36145i大牟田支

０００

36146i八女支

36147;行橋支

36148佃川支

，
０
０
０
０
８

８
０

■●■ロ■■口■■■ロ

０
８
ロヰロ●ロ■ロロロロロ

佐賀
■ロ

遡
支
支

寶
津
雄

姪
塘
斌

一
１
１
１

口
１
３
４

－
２
２
２

・
６
６
６

－
３
３
３

－■

０
，

O

pp･の,■口,■｡,■,■L,■①■’｡｡,■ﾛ｡。■, ,■

長崎

36311

36331

36341

36342

36343

36344

36345

36346

大分

36411

■●由一■の口｡■●0■■ト

長崎地

佐世保支

大村支

島原支

平戸支

壱岐支

五島支

厳原支

■■●■■ロロの4■■■■

■■｝の｡●●■｡●●■■

大分蝋

36431沖津支

36441i杵築支

36443;佐伯支

364441竹田支

36446

熊本

36511

36531

36542

36544

36545

36546

日田支

■■1■■ト■■ド q■■ロ色4■□

●■4■●｡■ﾄ●｡■■口●

熊本地

八代支

玉名支

山鹿支

阿蘇支

人吉支

36547

4■｡｡｡■｡ 1■｡｡□

鹿児島
■■■■ロロ｡■、 1■兎

36611

36631

36641

36642

36643

36644

ロロロ●■■

宮崎
口｡q■■

天草支

鹿児島地

名瀬支

加治木支

知覧支
川内支

鹿屋支

36711i宮崎地

36731;都城支

36732i延岡支
36741i日南支

：
０
■

那覇

36811

36831

36832

36833

36841

ロロ■ロロロ

仙台
ロ■■‐

の｡

那覇地

沖縄支

平良支

石垣支

名護支
■

e
■■

I■■

37111

37131

37132

37141

37142

37143

口4■q■I■ロロ‐

福島
●｡●●●■口

q■｡､

●ロ■

37211

37231

37232

37233

37234

37241

仙台地

古川支

石巻支

大河原支

登米支

気仙沼支

福島地

郡山支

白河支

会津若松支

いわき支

相馬支

山形

37311

37331

山形地

米沢支

37332

37333

37341

岩内支

８
９
８
■

､ ロ■q■‐｡I■4■ローd■ロ■

38211；
■

､ ,■4■・■｡m●■■』｡■■ﾛ色色■ﾛ■■,■■

０
９

樽支
５
０
■
８
８
８
０
８
９
０
日
■
ｇ
■
８
０
０

ﾉj

38241i江差支

38141臆川支
9

38142鋪河支

函館

38143

、

38144;苫小牧支
9

‐1■q■ー■、■b■， 。■ロー‐唄

函館地

､■■口■｡■■匂

盛岡

鶴岡支

酒田支

新庄支
■

0
口■

D■■■■■ロﾛ■旬1‘■■■ロロロロロロ■■■

37411盛岡地

支
支
支

関
巻
戸

一
花
二

１
１
２

３
４
４

４
４
４

７
７
７

３
３
３

支
支
野
古

猿
．
漕

４
４
３
４

７
７
４
４

３
３

37445i水沢支
０
，

0

8
,つ●●｡■｡■■■ー一己q■‐q■‐4■‐一｡■q■q■q■q■■

秋田
､ '■■■｡□'■'■｡①勺■ロ■ﾄﾞ■｡●■｡□■■

37511湫田地

37531i大館支
37532i横手支
37533;大曲支
375411能代支

0

375421本荘支

､■ロロ｡■■1■①■

青森

０
■
０

ロ●

０

● ■■｡●■ロロ｡●■

■ロロ

逓
支
森
前

■ロ■

一
青
弘

○
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｇ
ｇ
Ｏ

口
１
１

エ
ー
３

．
６
６

申
７
７

口
３
３

■■

3

37641

7632;八
7641:五i

76431十

五所

戸支

川原支

37643汁和田支

8

b■■■□■・口｡,■』●｡■｡■■■, ,■■の{■■

札幌
､ロロロ●｡□■pl■｡｡4■ロ■■■｡■ロロ■卜■

381111札幌地
■

38131;岩見沢支
q

38132i室蘭支

38133

旭川
●●●①1■■□1■4■■P1■■●4■ロロ●ロロロpq

38311I旭川地
Q

383411名寄支
0

383421紋別支

38343i留萌支
383441稚内支

：
ロ

.■■■■■□■■｡L,■□■口ロロロロー■ロﾛ

釧路
■■■■■■■■‐■■■ロ■mmpp■○口ロI

38411i釧路地
ロ

38431滞広支
0

38432網走支

38441i北見支
0

384421根室支
0

■■●●●｡●①1■

高松

Ｏ
Ｂ
Ｏ
●● ●4■●4■ロロロロ■q■q■ﾛ

逓
支
誠

● ●

湛
亀
音

一
高
丸
観

Ｐ
、
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

－
ｕ
皿
“

一
別
蜘
皿

－
３
３
３

■ ●

ロ

●

■｡,■●■■■0■●｡＆ﾛ｡,■■の■ロロロロ●4

徳島
■■

口
毎
口
口

遡
支
支
一
通
支

一
島
南
馬
一
菊
崎

一
徳
阿
美
一
主
高
須

■
０
０
０
０
０
０
０
ｇ
Ｏ
８
Ｑ
ｇ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
■
Ｐ
・
０
８
０
０
０
０
句

、
１
４
４
毎
．
１
４

－
１
１
２
一
一
１
１

揃
理
知
一
帥
鮒
班

■ ■

■
■

０

39342i安芸支

０８０８

39343
０
０
０
０
■
■
■

■｡｡｡■｡■●■1 4■b

松山
■q■I■1■●q■U■●q■。■

39411
Ｄ
ｏ
ｇ

０
０

中村支

●■①1■q■d■ロ■‐■●1

■｛■｡■■ドロ■｡q■ロ■、

松山地

39431i西条支
0

39432;宇和島支

394411大洲支
39443吟治支

０００８

０
８
０
０
０
０
９
０
９
０
０
８
０
８
０
０
日
■
８
８
０
０
■


